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現在、都市再生機構は、主として次の３つの事業を行っている。

①賃貸住宅事業

②都市再生事業

③ニュータウン事業等経過業務

※ただし、団地再生については、①と②の両方の要素を有している。

その上で、上記の事業を担う体制としては、主として以下の３つが考えられる。

１．①賃貸住宅、②都市再生、③ニュータウンを一体的な組織が経営（現在と同じ）

２．①賃貸住宅、②都市再生を１つの組織が経営し、③ニュータウンは別の組織が経営

３．①賃貸住宅、②都市再生を別々の組織が経営
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※１：３において、団地再生事業については、

１）賃貸住宅事業を経営する組織において実施

２）都市再生事業を経営する組織において実施

の２通りの場合分けが考えられる。

※２：３において、③のニュータウン事業等経過業務については、

①別の組織が経営

②主に賃貸住宅事業を経営する組織において経営

③主に都市再生事業を経営する組織において経営

賃貸住宅  977名 団地再生  478名 都市再生  971名
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公園
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③主に都市再生事業を経営する組織において経営

　の３通りの場合分けがありうる。



１と２については、単独では経営が成り立たないニュータウン事業等をどこが

担うかの違いでしかないため、以下では、

２については、

Ａ　賃貸住宅事業と都市再生事業を１つの組織で実施（勘定も同一）
Ｂ　組織は１つで、事業ごとにセグメントカンパニー化（勘定を分離）

の２通り、また、３については

Ｃ　賃貸住宅事業と都市再生事業を統括する組織の下で、各事業はそれぞれ別々の
　　組織が経営
Ｄ　賃貸住宅事業と都市再生事業を分離し、別々の組織が経営

の２通りの計４通りについて議論を行うこととしたい。

Ｃ

Ｄ

賃貸住宅事業
都市再生事業

賃貸住宅事業

　　　Ａ

　　　Ｂ
都市再生事業



論点 現状とその問題点

●別々の組織がそれぞれコントロールすること
になるため、人材のプール・流動性が低くなり、
人材・ノウハウ等の一体性や業務実施の効率
性は失われるのではないか。
←人事交流（出向）等によって一定の流動性を
確保することは可能ではないか

○基本的には、別々の組織がそれぞれコント
ロールすることになるものの、統括組織を通じて
グループとしては、人材のプール・流動性が一
定程度確保されるとともに、人材・ノウハウ等の
一体性や業務実施の効率性を確保することが
可能ではないか

○組織の組み方や人事異動等によって、人材
のプール・流動性が高く、人材・ノウハウ等の一
体性・効率性を維持することが可能。

◎一つの組織でコントロールすることにより、人
材のプール・流動性が高く、人材・ノウハウ等の
一体性・効率性の面で有利。

●組織数としては変わらないが、現在の批判に対
する答えとはならない。

◎団地再生事業について、賃貸住宅事業と都市
再生事業のいずれから見た視点もカバーできる。

Ｃ．賃貸住宅事業と都市再生事業を統括する組
織の下で、各事業はそれぞれ別々の組織が経営

◎各事業は別々の組織によって経営されるため、
国民に対して各事業の経営実態が各組織の経営
状況として示され、透明性が向上する

●独法改革において、組織数が現状の３倍に増え
ることは焼け太りと批判される可能性

○団地再生事業は、組織としては賃貸住宅事業と
都市再生事業のいずれかに帰属することとなる
が、統括組織を通じてグループとしてはいずれか
ら見た視点もカバーできる。

Ｂ．組織は１つで、事業ごとに
セグメントカンパニー化（勘定を分離）

○一つの組織であっても、それぞれ別々の勘定と
することで経営実態の透明性が一定程度確保さ
れる

○現状の批判に対する一定の前進は見られる。

○団地再生事業について、賃貸住宅事業と都市
再生事業のいずれから見た視点もカバーできる。

賃貸住宅事業と都市再生事業を担う体制について

・団地の建替え自体は、基本的に賃
貸住宅の管理の一環としてその実施
の判断が行われるもの。

・しかし、団地の建替えは、良好なまち
づくりという観点から見れば、都市再
生事業との関係が強く、また、事業実
施に必要な能力やノウハウも共通して
いる。

・賃貸住宅事業と都市再生事業は、事
業内容やビジネスモデルが全く異なっ
ているが、このような事業を一つの組
織で行っていることは、わかりやすさと
いう点で問題が多いのではないか。

・各事業毎の透明性も欠けているので
はないか。

Ａ．賃貸住宅事業と都市再生事業を
１つの組織で実施（勘定も同一）

●現状と同様で、経営実態がわかりにくく、透明性
の面では課題が残る

組織の
わかりやすさ

事業、ノウハウの
共通性

（人材 ウ ウ

Ｄ．賃貸住宅事業と都市再生事業を分離し、
別々の組織が経営

◎組織毎に事業が明確化され、国民に対して事業
の経営実態の透明性が向上する

●独法改革において、組織数が２倍に増えること
は焼け太りと批判される可能性。

●団地再生事業を賃貸住宅事業と都市再生事業
のいずれかに帰属させることとすれば、帰属しない
こととなった方の視点は損なわれることになる。
←子会社や関係会社とすることを含めて賃貸住宅
事業を担う組織と都市再生事業を担う組織間の連
携体制を構築しておけばよいのではないか。
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確保することは可能ではないか。 可能ではないか。

●団地の建替えの実施に際して、計画や投資
判断を同一の組織内で一体的に行えなくなり、
非効率となる可能性。
←必要な業務は委託すれば足りるのではない
か。

○組織の建付け次第ではあるが、統括組織に
よる一体的な計画や投資判断を行うことも可
能。

○組織の組み方や人事異動等によって、団地
の建替えに際して、計画や投資判断等を同一
の組織内で一体的かつ効率的に実施可能。

◎団地の建替えに際して、計画や投資判断等
を同一の組織内で一体的かつ効率的に実施可
能。

○組織の安定的な運営という観点からは、金利と
景気の変化の影響をヘッジするために多角的な経
営を行うことにも一定の意義があると考えられる。

○一体的にコーポレートで資金調達することによ
り、会社全体の信用を活かした資金調達が可能。

●資金の色分けができず、プロジェクト毎の評価
が不透明となる。

●双方と関わりがある団地再生事業については、
統括組織による統一的な経営を行うことが可能だ
が、これを除いた賃貸住宅の管理と都市再生事業
との間には共通性がなく、そもそも統括する組織を
設ける必要性が不足している。

◎統括組織の建付けをどのようにするかに依存す
るが、各事業毎に別々に調達することにより、各事
業の経営実態の透明性が向上

●都市再生事業は景気低迷時に、賃貸住宅事業
は金利上昇時に資金の調達・償還が困難となるお
それ。

●それぞれ単独の事業を行う組織であるため、賃
貸住宅事業は金利の変動に対して、都市再生事
業は景気の変動に対して脆弱な組織となる可能
性。

●団地再生事業については双方と関わりがあるも
のの、これを除いた賃貸住宅の管理と都市再生事
業との間には共通性がなく、一つの組織体にする
必然性が不足している。

○勘定が分かれることにより各事業の経営実体の
透明性が向上。

●各事業毎の資金調達が困難となったり、調達条
件が不利になる可能性がある。
←勘定間での資金の融通を行えば解決するので
はないか。

●各セグメントとしては、賃貸住宅事業は金利の
変動に、都市再生事業は景気の変動に対して脆
弱。
←組織全体としては、脆弱性をヘッジできるのでは
ないか。

●都市再生事業は景気低迷時に、賃貸住宅事業
は金利上昇時に資金の調達・償還が困難となるお
それ。
←統括組織を通じて資金の融通を行えば解決する
のではないか。

●それぞれ単独の事業を行う組織であるため、賃
貸住宅事業は金利の変動に対して、都市再生事
業は景気の変動に対して脆弱な組織となる可能
性。
←組織全体としては、脆弱性をヘッジできるのでは
ないか。

●団地再生事業については双方と関わりがあるも
のの、これを除いた賃貸住宅の管理と都市再生事
業との間には共通性がなく、一つの組織体にする
必然性が不足している。

・都市再生事業は、資産が少なく、ま
た、景気の動向に左右されやすいた
め、利益の変動が激しい。

・一方、原資が有利子負債であるもの
の、巨大な資産を持つ賃貸住宅事業
は、低金利下においては安定的な利
益が見込まれる。

（人材・ノウハウ
のプール、流動

性）

資金調達、
経営の安定性

○団地再生事業については双方と関わりがあると
しても、これを除いた賃貸住宅の管理と都市再生
事業との間には共通性がないため、別々の組織が
経営する方が自然。

◎事業毎に別々に調達することにより、各事業の
経営実体の透明性が向上。


